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北海道の西海岸の静かなまちは、はるか昔、ニシンの大
群に沸いた時代、贅沢を極めた建物を今に残します。
日本最北の酒蔵をもち、サクランボやリンゴなど、果物の
生産地帯の北限でもあるとともに、きれいな水でつくられ
るお米は、ブランド米としておいしいと評判です。
暑寒別・天売焼尻国定公園の主峰、暑寒別岳のふもと、清
流のまち増毛は、魅力いっぱいです。

増毛町新規就農者招致特別措置事業
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暑寒別天売焼尻
国定公園

利尻礼文サロベツ
国定公園

深川留萌
自動車道渓流の森

暑寒別岳スキー場

雄冬岬
展望台

岩尾温泉

■ フルーツの楽園
暑寒別岳のすそ野はフルーツの楽園。100haの日本最北の

果樹園が広がります。５月から果樹の花が咲き始め、白や薄桃
色の花が一面を埋め尽くします。６月のイチゴから始まり、７
月のサクランボ、８月のプラム、モモ、そして秋にはブドウ、洋
ナシ、リンゴ、プルーンなど、種類豊富な増毛の果樹はロング
ラン。扇状地の果樹園では、水はけの良さと、寒暖の差により
甘みの強い、みずみずしい果実ができあがります。

■ 最北の酒蔵
明治15年創業。地元産の軟石を使った酒蔵は、長い間、丸一
本間合名会社として営業してきましたが、平成13年に國稀酒
造株式会社となりました。
佐渡出身で、ニシン漁全盛期の頃の明治時代に、天塩國随
一の豪商と言われた本間泰蔵が始めた酒造りは、現在まで
130年もの歴史があります。当時から手法を変えることなく
洗練された原料と清らかな暑寒の伏流水と、南部杜氏の技が
代々引き継がれています。
最北の造り酒屋は、場内見学も自由。日本酒のいい香り漂

う蔵は、明治の佇まいが残るレトロスポットです。銘酒國稀の
歴史にふれあいながら、味も楽しめます。その伏流水のわき出
す井戸は冷たくておいしい水が人気です。

■ 開かれた秘境
暑寒別岳を主峰とした1,000m以上の山々は自然の宝庫で

す。群生する高山植物、広大な樹林、高層湿原で貴重な雨竜湿
原など、訪れる人を魅了してくれます。
暑寒の山塊がそのまま日本海になだれ込む雄冬海岸は、ま
さに壮大なスケール。雄冬岬からカムイエト岬までの約25㎞
にわたって続く高さ100mを超える海岸線は、西の知床とも
呼ばれています。マッカ岬、日方岬、五剣岬、観音岬、赤岩岬な
どの岬めぐりは、四季折々の表情と共に、特に雪解け時には岩
肌に出現する無数の滝が一層の彩りを添え、自然の美しさと
男性的な力強さを堪能させてくれます。

アクセス
◆空路／東京～新千歳：１時間30分
◆空路／大阪～新千歳：２時間
○新千歳空港より／JRで約４時間、車で約３時間半
○札幌市内より／ JRで約３時間 

車で国道231号経由：約２時間半
○ JRの経路は新千歳空港→札幌→深川→留萌→増毛（終着駅）

新規就農に関する
お申込み

お問い合わせ先

〒077‐0292 北海道増毛郡増毛町弁天町３丁目　増毛町役場経済課農林係
℡ 0164‐53‐1111　℻ 0164‐53‐2348
URL http：//www.town.mashike.hokkaido.jp/



新規就農者をサポートします
増毛町の区域内において新たに農業を営み、本町の農業振興に寄与
する方に対し特別な措置を行います。

◆資格
⑴  心身ともに健康で意欲があり、原則として経営責任者の年齢は70歳以下が
基準。（同居の親族がいることが望ましい）

⑵ 耕作面積が一定以上の経営計画を有する。
⑶ 前号に満たない方でも町長が認める場合もあります。

◆ 新規就農者の認定を受けた場合、次のとおり優遇措置を
受けることができます
⑴  農用地及び農業施設の賃借契約を締結している期間のうち、５年間賃借料２
分の１を奨励金として交付。

⑵  農地等を取得後、最初に賦課された固定資産税の額を限度として５年間奨
励金を交付。

⑶  農業関係制度資金を借り入れた場合、その利子の２分の１以内を５年間利子
補給金として交付。（借入額のうち5,000千円限度）

⑷  １ha以上の耕作者につき、１世帯当り１年間に限り、月額50千円を経営自立
安定補助金として交付。

⑸  居住地の修繕、増築、改築等にかかる費用の10分の１の額を限度として助成
金を交付。（助成金の限度額は1,000千円とし、助成対象期間は就農後５年
間以内で１回限り）

⑹ その他町長が特に認めた場合は、奨励金の交付をすることがあります。

献上米お田植え祭
（平成21年）

みつばちによる受粉
（果樹園）

味覚のイベント
秋味まつり（増毛港）

黄色の春を呼ぶ
菜の花（なたね畑）

増毛町の人口／5,191人
農家数／110戸

水稲、小麦、大豆、そば 
りんご、さくらんぼ、ぶどう 
梨、いちご、アスパラ

主要作物


